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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成26年1月30日(2014.1.30)

【公開番号】特開2013-249855(P2013-249855A)
【公開日】平成25年12月12日(2013.12.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-067
【出願番号】特願2012-123093(P2012-123093)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｃ  11/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｃ  11/04    　　　Ｆ
   Ｆ１６Ｃ  11/04    　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３１２Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月4日(2013.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
【図１】本発明に係る２軸ヒンジを取り付けた、例えばノートパソコンを示し、(ａ)は第
２の筐体を第１の筐体に対して開いた状態を前方から見た斜視図であり、（ｂ)は第１の
筐体と第２の筐体を閉じた状態を後方から見た斜視図である。
【図２】本発明に係る２軸ヒンジをノートパソコンに取り付けた状態を説明する説明図で
ある。
【図３】ノートパソコンの第１の筐体と第２の筐体を、それぞれ反対方向へ１８０度回転
させた状態で、本発明に係る２軸ヒンジをヒンジケースに収納させて見た斜視図である。
【図４】本発明に係る２軸ヒンジを、ヒンジケースより取り出し第１の筐体と第２の筐体
を互いに閉じた状態における２軸ヒンジを図３とは異なった方向から見た斜視図である。
【図５】本発明に係る２軸ヒンジの第１ヒンジシャフトを図４の状態から１８０度回転さ
せて見た状態の斜視図である。
【図６】本発明に係る２軸ヒンジの第１ヒンジシャフトと第２ヒンジシャフトを、図４の
状態からそれぞれ反対方向へ１８０度回転させて見た状態の斜視図である。
【図７】本発明に係る２軸ヒンジを、図５に示した状態で分解させて見た分解斜視図であ
る。
【図８】本発明に係る２軸ヒンジを図４に示した状態において、選択的回転規制手段の部
分で割って見た縦断面図である。
【図９】本発明に係る２軸ヒンジを図５に示した状態において、選択的回転規制手段の部
分で割って見た縦断面図である。
【図１０】本発明に係る２軸ヒンジを図６に示した状態において、選択的回転規制手段の
部分で割って見た縦断面図である。
【図１１】本発明に係る２軸ヒンジのヒンジケースを示し、（ａ）はその側面図、（ｂ）
は（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図１２】本発明に係る２軸ヒンジの連結部材を示し、（ａ）はその一側面図、（ｂ）は
その斜視面図である。
【図１３】本発明に係る２軸ヒンジのスライドガイド部材を示し、（ａ）はその一側面図



(2) JP 2013-249855 A5 2014.1.30

、（ｂ）はその斜視図である。
【図１４】本発明に係る２軸ヒンジのロック部材を示し、（ａ）はその一側面図、（ｂ）
はその斜視図である。
【図１５】本発明に係る２軸ヒンジの上側の第１ロックカム部材を示し、（ａ）はその側
面図、（ｂ）はその斜視図である。
【図１６】本発明に係る２軸ヒンジの下側の第２ロックカム部材を示し、（ａ）はその側
面図、（ｂ）はその斜視図である。
【図１７】本発明に係る２軸ヒンジのフリクションプレートを示す斜視図である。
【図１８】本発明に係る２軸ヒンジの上側の第１カムフォロワーを示し、（ａ）はその側
面図、（ｂ）はその斜視図である。
【図１９】本発明に係る２軸ヒンジの下側の第２カムフォロワーを示し、（ａ）はその側
面図、（ｂ）はその斜視図である。
【図２０】本発明に係る２軸ヒンジの選択的回転規制手段の他の実施例の動作を説明する
ための縦断面図である。
【図２１】本発明に係る２軸ヒンジの、図２０に示した選択的回転規制手段の動作を説明
するための縦断面図である。
【図２２】本発明に係る２軸ヒンジの、図２０に示した選択的回転規制手段の動作を説明
するための縦断面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　取付軸部１０ａには、第１取付プレート１１が取り付けられており、この第１取付プレ
ート１１の取付軸部１０ａへの取付方法は、第１ヒンジシャフト１０の取付孔１０ｂ、１
０ｂと第１取付プレート１１の取付孔１１ａ、１１ａを通したフランジ部付の取付ピン１
０ｇ、１０ｇの端部をかしめることによってなされている。そして、第１取付プレート１
１は、当該第１取付プレート１１に設けた取付孔１１ｂ、１１ｂ・・を介して、とくに図
２に示したように、取付ネジ６、６・・を用いて第２の筐体３へ取り付けられる構成であ
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　取付軸部１２ａには、第２取付プレート１３が取り付けられており、この第２取付プレ
ート１３の取付軸部１２ａへの取付方法は、第２ヒンジシャフト１２の取付孔１２ｂ、１
２ｂと第２取付プレート１３の取付孔１３ａ、１３ａを通したフランジ部付の取付ピン１
２ｇ、１２ｇの端部をかしめることによってなされている。そして、第２取付プレート１
３は、当該第２取付プレート１３に設けた取付孔１３ｂ、１３ｂ・・を介して、とくに図
２に示したように、取付ネジ７、７・・を用いて第１の筐体２へ取り付けられる構成であ
る。第１取付プレート１１と第２取付プレート１３を第１の筐体２と第２の筐体３へ取り
付けることにより、第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２は、その軸方向に
対して垂直にかつ平行に配置される構成である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３４】
　スライドガイド部材２２は、連結部材２０と同じように、上部と下部に略円盤形状を呈
した第１軸受部２２ａと第２軸受部２２ｂと、この第１軸受部２２ａ及び第２軸受部２２
ｂ間をつなぐ連結部２２ｃを有する瓢箪形状のもので、第１軸受部２２ａと第２軸受部２
２ｂには、第１軸受孔２２ｄ及び第２軸受孔２２ｅが設けられ、これらの第１軸受孔２２
ｄと第２軸受孔２２ｅに第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２の第１変形軸
部１０ｅと１２ｅが挿通されて回転可能に軸受される構成である。連結部２２ｃは、ロッ
ク部材２１のもう一方の係合用溝部２１ｄ内に嵌入され、ロック部材２１の上下方向のス
ライド動作を許容している。第１軸受部２２ａと第２軸受部２２ｂには、第１軸受孔２２
ｄと第２軸受孔２２ｅの周囲を削除することにより第１ストッパー部２２ｆと第２ストッ
パー部２２ｇが設けられている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　次に、フリクショントルク発生手段について説明する。このフリクショントルク発生手
段１６は、第１ヒンジシャフト１０側の第１フリクショントルク発生手段１６ａと、第２
ヒンジシャフト１２側の第２フリクショントルク発生手段１６ｂから成るが、ここではま
とめて説明する。このリクショントルク発生手段１６は、上部と下部に第１ヒンジシャフ
ト１０と第２ヒンジシャフト１２の各々の第１変形軸部１０ｅ、１２ｅを回転可能に挿通
させた第１軸受孔２５ａと第２軸受孔２５ｂを有しているところの、スライドガイド部材
２２とフランジ部１０ｄ、１２ｄの間に設けられたフリクションプレート２５と、外周に
フランジ部１０ｄ、１２ｄに設けた係合凹部１０ｃ、１２ｃと係合する係止片２６ｂ、２
７ｂを有し、その軸心部軸方向に設けた変形係合孔２６ａと２７ａへ第１ヒンジシャフト
１０と第２ヒンジシャフト１１の各第１変形軸部１０ｅ、１２ｅを回転可能に挿通係合さ
せて、フランジ部１０ｄ、１２ｄとフリクションプレート２５との間に介在させた第１Ａ
フリクションワッシャー２６と第１Ｂフリクションワッシャー２７と、中心部軸方向に第
１ヒンジシャフト１０及び第２ヒンジシャフト１２の各第１変形軸部１０ｅ、１２ｅを挿
通係合させた変形挿通孔２８ａ、２９ａを有し、フリクションプレート２５とスライドガ
イド部材２２との間に介在された第２Ａフリクションワッシャー２８及び第２Ｂフリクシ
ョンワッシャー２９と、スライドガイド部材２２を介してフリクションプレート２５へ第
１Ａフリクションワッシャー２６及び第１Ｂフリクションワッシャー２７と第２Ａフリク
ションワッシャー２８及び第２Ｂフリクションワッシャー２９を圧接させる後述する第１
弾性手段３２と第２弾性手段３３とで構成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　そこで、第１の筐体２を第２の筐体３に対して第２の筐体３のときとは反対方向へ回転
させると、第２ヒンジシャフト１２が共に回転し、ロック部材２１の下側の第２カム凸部
２１ｂが第２ロックカム部材２４の外周に当接しつつ開かれることになるので、選択的回
転規制手段１５により、第２の筐体３は閉方向へ回転させることができなくなる。第１の
筐体２を第２の筐体３に対して回転させて行くと、最初は第２吸い込み手段１７ｂの第２
カムフォロワー３１の第２Ａ湾曲カム凸部３１ｂと第２Ｂ湾曲カム凸部３１ｃが、連結部
材２０に設けた第２Ａ湾曲カム凹部２０ｈと第２Ｂ湾曲カム凹部２０ｉを脱する際の抵抗
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に遭遇するが、第２カムフォロワー３１の第２Ａ湾曲カム凸部３１ｂと第２Ｂ湾曲カム凸
部３１ｃが第２Ａ湾曲カム凹部２０ｈと第２Ｂ湾曲カム凹部２０ｉを脱出することによっ
て、第１の筐体３は第２の筐体３に対して回転し、その際に、第２フリクショントルク発
生手段１６ｂの下部の第２Ｂフリクションワッシャー２９及び同じく下部の第１Ｂフリク
ションワッシャー２７とフリクションプレート２５との間にフリクショントルクが発生す
ることから、第１の筐体２は第２の筐体３に対してフリーストップに回転し、任意の回転
（開閉）角度で第１の筐体２を第２の筐体３に対して停止保持させることが可能となるも
のである。尚、この際におけるフリクショントルクは、吸い込み手段１７の第２吸い込み
手段１７ｂによっても創出されるが、これは補助的なものであり、この時の主たるフリク
ショントルクは、フリクショントルク発生手段１６の第２フリクション手段１６ｂによっ
て創出される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　したがって、図示してない第１の筐体と第２の筐体が共に閉じられた状態においては、
図２０に示したように、ロック部材２１の第１カム凸部２１ａと第２カム凸部２１ｂが、
それぞれ第１ロックカム部材４１と第２ロックカム部材４２の第１Ｂカム凹部４１ｃと第
２Ａカム凹部４２ｂと対向し、間隙ｂが生じていることから、第１ヒンジシャフト１０と
第２ヒンジシャフト１１のどちらも回転可能であるので、第１の筐体と第２の筐体はどち
らも開閉操作可能である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　尚、その他の実施例としては、連結部材２０に設ける各第１Ａ湾曲カム凹部２０ｆ及び
第１Ｂ湾曲カム凹部２０ｇと第２Ａ湾曲カム凹部２０ｈ及び第２Ｂ湾曲カム凹部２０ｉと
、第１カムフォロアー３０や第２カムフォロアー３１に設ける第１Ａ湾曲カム凸部及び第
１Ｂ湾曲カム凸部と第２Ａ湾曲カム凸部及び第２Ｂ湾曲カム凸部は、これらを連結部材２
０と第１及び第２カムフォロアー３０、３１の軸心部から外周へ放射状に設けたカム凸部
とカム凹部に変えることは可能である。また、皿バネから成る第１及び第２弾性手段３２
、３３は、これをスプリングワッシャー、圧縮コイルスプリング、弾性を備えたゴムを始
とする合成樹脂製のものなどに代えることができ、第１及び第２締付ナット３６、３７は
、第１ヒンジシャフト１０と第２ヒンジシャフト１２の端部をかしめることによって代え
ることが可能である。さらに、各第１カム凹部及び第２カム凹部の設置位置を変えること
により、第１の筐体が第２の筐体より先に開閉することができるように構成することも可
能である。また、ヒンジケース１４は、これがなくともとくに２軸ヒンジ４、５、及び４
０の機能に支障は生じないが、このヒンジケースがあると、２軸ヒンジを端末機器へ取り
付けた際に選択的回転規制手段や、フリクショントルク発生手段、吸い込み手段等が外部
へ露出することがないので、外観状すっきりとしたものになるという利点がある。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】
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